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第 10 章 参考資料 

１ 土壌の汚染に係る環境基準 

（平成３年８月 23 日環境庁告示第 46 号、最終改正平成 26 年環境庁告示第 44 号） 

項  目 環境上の条件 測定方法 

カドミウム 

検液１Ｌにつき 0.01 ㎎以下であり、

かつ、農用地においては、米１㎏につ

き 0.4 ㎎以下であること。 

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあ

っては、日本工業規格 K0102(以下「規格」とい

う。)55 に定める方法、農用地に係るものにあっ

ては、昭和 46 年６月農林水産省令第 47 号に定

める方法 

全シアン 検液中に検出されないこと。 
規格 38 に定める方法(規格 38.1.1 に定める方

法を除く。) 

有機燐(りん) 検液中に検出されないこと。 

昭和 49 年９月環境庁告示第 64 号付表１に掲げ

る方法又は規格 31.1 に定める方法のうちガスク

ロマトグラフ法以外のもの (メチルジメトンにあ

っては、昭和 49 年 9 月環境庁告示第 64 号付表

２に掲げる方法 

鉛 
検液１Ｌにつき 0.01mg 以下であるこ

と。 
規格 54 に定める方法 

六価クロム 
検液１Ｌにつき 0.05 ㎎以下であるこ

と。 

規格 65.2 に定める方法（ただし、規格 65.2.6

に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測

定する場合にあっては、日本工業規格Ｋ 0170-7

の 7 の a)又は b)に定める操作を行うものとす

る｡） 

砒(ひ)素 

検液１Ｌにつき O.01 ㎎以下であり、

かつ、農用地(田に限る。)においては、

土壌１㎏につき 15mg 未満であるこ

と。 

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあ

っては、規格 61 に定める方法、農用地に係るも

のにあっては、昭和 50 年４月総理府令第 31 号

に定める方法 

総水銀 
検液１Ｌにつき 0.OO05 ㎎以下である

こと。 

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表１に掲げ

る方法 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表２及び昭

和 49 年９月環境庁告示第 64 号付表３に掲げる

方法 

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。 
昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表３に掲げ

る方法 

銅 
農用地(田に限る。)において、土壌１

㎏につき 125mg 未満であること。 
昭和 47 年 10 月総理府令第 66 号に定める方法 

ジクロロメタン 
検液１Ｌにつき 0.02 ㎎以下であるこ

と。 

日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に

定める方法 

四塩化炭素 
検液１Ｌにつき 0.002 ㎎以下である

こと。 

日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1

又は 5.5 に定める方法 

1,2－ジクロロエタ

ン 

検液１Ｌにつき 0.004 ㎎以下である

こと。 

日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は

5.3.2 に定める方法 

1,1－ジクロロエチ

レン 

検液１Ｌにつき 0.1mg 以下であるこ

と。 

日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に

定める方法 

シス－ 1,2－ジクロ

ロエチレン 

検液１Ｌにつき 0.04mg 以下であるこ

と。 

日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に

定める方法 

1,1,1－トリクロロ

エタン 
検液１Ｌにつき１㎎以下であること。 

日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1

又は 5.5 に定める方法 

1,1,2－トリクロロ

エタン 

検液１Ｌにつき 0.006 ㎎以下である

こと。 

日本工業規格 KO125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1

又は 5.5 に定める方法 

トリクロロエチレン 
検液１Ｌにつき 0.03mg 以下であるこ

と。 

日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4,1

又は 5.5 に定める方法 

テトラクロロエチレ

ン 

検液１Ｌにつき 0.01mg 以下であるこ

と。 

日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1

又は 5.5 に定める方法 
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1,3－ジクロロプロ

ペン 

検液１Ｌにつき 0.O02 ㎎以下である

こと。 

日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に

定める方法 

チウラム 
検液１Ｌにつき 0.O06mg 以下である

こと。 

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表４に掲げ

る方法 

シマジン 
検液１Ｌにつき O.003 ㎎以下である

こと。 

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表５の第１

又は第２に掲げる方法 

チオベンカルブ 
検液１Ｌにつき O.02 ㎎以下であるこ

と。 

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表５の第１

又は第２に掲げる方法 

ベンゼン 
検液１Ｌにつき 0.01 ㎎以下であるこ

と。 

日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に

定める方法 

セレン 
検液１Ｌにつき O.O1 ㎎以下であるこ

と。 
規格 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法 

ふっ素 
検液１Ｌにつき O.8 ㎎以下であるこ

と。 

規格 34.1 若しくは 34.4 に定める方法又は規格

34.1c)（注(6)第３文を除く｡）に定める方法（懸

濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害とな

る物質が共存しない場合にあっては、これを省略

することができる｡）及び昭和 46 年 12 月環境庁

告示第 59 号付表６に掲げる方法 

ほう素 検液１Ｌにつき１mg 以下であること。 
規格 47.1 若しくは 47.3 又は 47.4 に定める方

法 

備考 

１ 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを

用いて測定を行うものとする。 

２ カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件の

うち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該

地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水１Ｌにつき 0.01 ㎎、0.01 ㎎、0.05 ㎎、0.01mg、

0.0005 ㎎、0.01 ㎎、0.8 ㎎及び１㎎を超えていない場合には、それぞれ検液１Ｌにつき 0.03mg、

0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015 ㎎、0.03mg、2.4mg 及び３mg とする。 

３ 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その

結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

４ 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 

 

２ 土壌汚染に係る農用地土壌汚染対策地域の指定要件（抜粋） 

（昭和 46 年６月 24 日政令第 204 号、最終改正平成 22 年６月 16 日政令第 148 号） 

物 質 名 農用地土壌汚染対策地域の指定要件 

カドミウム及び 
その化合物 

(1)その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米

１㎏につき 0.4mg を超える地域 

(2)(1)の近傍の地域であって、土壌中のカドミウムの量が(1)の地域と同程度

以上であり、土性が(1)の地域とおおむね同一であり、米に含まれるカドミ

ウムの量が米１㎏につき 0.4mg を超えるおそれが著しいと認められる地

域 

銅及びその化合
物 

その地域内の農用地（田に限る。）の土壌に含まれる銅の量が、土壌１㎏につ
き 125 ㎎以上の地域 

砒素及びその化
合物 

その地域内の農用地（田に限る。）の土壌に含まれる砒素の量が、土壌１㎏に
つき 15mg(ただし地域によっては、都道府県知事が別に定める 10mg 以上 20mg
以下の範囲内の別の値)以上の地域 
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３ 農地における土壌中の重金属の蓄積防止に係る管理基準 

（昭和 59 年 11 月８日 環境庁水質保全局長通知） 

１．農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理指標は、亜鉛の含有量とする。 

２．農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準値は、土壌(乾土)１キロ

グラムにつき亜鉛 120 ミリグラムとする。 

３．管理基準に係る亜鉛の測定方法は、表層土壌について強酸分解法により分解し、原子

吸光光度法によるものとする。 

 

４ 水質基準 

（１）農業用水基準 （農林水産省 昭和 45 年３月） 

項  目 基 準 値 

pＨ (水素イオン濃度) 6.0～7.5 

ＣＯＤ (化学的酸素要求量) ６ppm 以下 

ＳＳ (無機浮遊物質) 100ppm 以下 

ＤＯ (溶存酸素) ５ppm 以下 

Ｔ－Ｎ (全窒素濃度) １ppm 以下 

電気伝導度   O.3mＳ／cm 以下 

Ａｓ (砒素) 0.05ppm 以下 

Ｚｎ (亜鉛) 0.5ppm 以下 

Ｃｕ (銅) 0.02ppm 以下 

 

（２）水稲の生育に対する水質汚濁の許容限界濃度の目安（千葉県農業試験場） 

項  目 無被害濃度 

pＨ 6.0～7.5 

Ｃｌ 500～700mg／Ｌ以下 

ＥＣ １mS／cm 以下 

Ｔ－Ｎ ５㎎／Ｌ以下 

ＮＨ４－Ｎ ３mg／Ｌ以下 

ＡＢＳ ３mg／Ｌ以下 

油分 ２～３Ｌ／ａ以下 

ＣＯＤ ８mg／Ｌ以下 

ＢＯＤ ５～８mg／Ｌ以下 

ＤＯ ５mg／Ｌ以下 

ＳＳ 100mg／Ｌ以下 

蒸発残渣 1,000mg／Ｌ以下 
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（３）水質汚濁に係る環境基準（地下水を含む） 

１）人の健康の保護に関する環境基準 

昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号 最終平成 26 年環境庁告示第 126 号 

地下水：平成９年３月 13 日 環境庁告示第 10 号 

項  目 基準値 測定方法 

カドミウム 0.003 ㎎／Ｌ以下 
日本工業規格 K0102（以下「規格」という。） 55.2、55.3

又は 55.4 に定める方法 

全シアン 検出されないこと 
規格 38.1.2 及び 38.2 に定める方法、規格 38.1.2 及び
38.3 に定める方法又は規格 38.1.2 及び 38.5 に定める方法 

鉛 0.01mｇ／Ｌ以下 規格 54 に定める方法 

六価クロム 0.05mg／Ｌ以下 

規格 65.2 に定める方法（ただし、規格 65.2.6 に定める方法

により汽水又は海水を測定する場合にあつては、日本工業規
格 K0170-7 の 7 の a)又は b)に定める操作を行うものとす
る。) 

砒素 0.01 ㎎／Ｌ以下 規格 61.2、61.3 又は 61.4 に定める方法 

総水銀 
0.0005mg／Ｌ以
下 

付表１に掲げる方法 

アルキル水銀 検出されないこと。 付表２に掲げる方法 

ＰＣＢ 検出されないこと。 付表３に掲げる方法 

ジクロロメタン 0.02mg／Ｌ以下 日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

四塩化炭素 0.002mg／Ｌ以下 
日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5

に定める方法 

1,2－ジクロロエタン 0.004mg／Ｌ以下 
日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定め

る方法 

1,1－ジクロロエチレン 0.1mg／Ｌ以下 日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

シス－1,2－ジクロロエ
チレン 

0.04mg／Ｌ以下 日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

1,1,1－トリクロロエタ
ン 

１㎎／Ｌ以下 
日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5

に定める方法 

1,1,2－トリクロロエタ
ン 

0.006mg／Ｌ以下 
日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5
に定める方法 

トリクロロエチレン 0.01mg／Ｌ以下 
日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5
に定める方法 

テトラクロロエチレン 0.01 ㎎／Ｌ以下 
日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5
に定める方法 

1,3－ジクロロプロペン 0.002 ㎎／Ｌ以下 日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

チウラム 0.006mg／Ｌ以下 付表４に掲げる方法 

シマジン 0.003 ㎎／Ｌ以下 付表５の第１又は第２に掲げる方法 

チオベンカルブ 0.02 ㎎／Ｌ以下 付表５の第１又は第２に掲げる方法 

ベンゼン 0.01 ㎎／Ｌ以下 日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

セレン 0.01mg／Ｌ以下 規格 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法 

硝酸性窒素及び亜硝酸性
窒素 

10 ㎎／Ｌ以下 
硝酸性窒素にあつては規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は
43.2.6 に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格 43.1 に

定める方法 

ふっ素 0.8mg／Ｌ以下 

規格 34.1 若しくは 34.4 に定める方法又は規格 34.1c)（注

（6）第三文を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンク
ロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあつて
は、これを省略することができる。）及び付表 6 に掲げる方

法 

ほう素 1mg／Ｌ以下 規格 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法 

1,4－ジオキサン 0.05mg／Ｌ以下 付表７に掲げる方法 
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備考 

１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする｡ 

２ 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当

該方法の定量限界を下回ることをいう。別表２において同じ。 

３ 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 

４ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定され

た硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの

濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

 

２）要監視項目及び指針値（公共用水域） 

（平成 21 年 11 月 30 日付け環境省水・大気環境局長通知） 

項  目 指針値 

クロロホルム 0.06mg/l 以下 

トランス－1、2－ジクロロエチレン 0.04mg/l 以下 

1,2－ジクロロプロパン 0.06mg/l 以下 

p－ジクロロベンゼン 0.2mg/ｌ以下 

イソキサチオン 0.008mg/ｌ以下 

ダイアジノン 0.005mg/ｌ以下 

フェニトロチオン(ＭＥＰ) 0.003mg/ｌ以下 

イソプロチオラン 0.04mg/ｌ以下 

オキシン銅(有機銅) 0.04mg/ｌ以下 

クロロタロニル(ＴＰＮ) 0.05mg/ｌ以下 

プロピザミド 0.008mg/ｌ以下 

ＥＰＮ 0.006mg/ｌ以下 

ジクロルボス(ＤＤＶＰ) 0.008mg/ｌ以下 

フェノブカルブ(ＢＰＭＣ) 0.03mg/ｌ以下 

イプロベンホス(ＩＢＰ) 0.008mg/ｌ以下 

クロルニトロフェン(ＣＮＰ) － 

トルエン 0.6mg/ｌ以下 

キシレン 0.4mg/ｌ以下 

フタル酸ジエチルヘキシル 0.06mg/ｌ以下 

ニッケル － 

モリブデン 0.07mg/ｌ以下 

アンチモン 0.02mg/ｌ以下 

塩化ビニルモノマー 0.002mg/ｌ以下 

エピクロロヒドリン 0.0004mg/ｌ以下 

全マンガン 0.2mg/ｌ以下 

ウラン 0.002mg/ｌ以下 
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